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1、2025年『商標法』改正草案の主な変更点に関する解析

一、改正の背景と立法論理

　2025年12月27日、『中華人民共和国商標法（改正草案）』（以下、「改正草案」という。）意見募集稿が正式に公布された。今

回の改正は、1983年商標法施行後の5回目の改正であるほか、初めて「修正」から「改正」へとグレードアップし、全9章84条による

体系の再構築を通じて、部分的な調整からシステム全体の再構築への転換を実現し、市場主体の商標登録、使用、保護といった全プロ

セスの最適化を図った。

二、商標登録の要件：体系的な統合と基準の詳細化

1.第二章「商標登録の要件」（第14条～第24条）を新設し、従来分散していた登録要件を集中的に規制し、体系化された登録要件シ

ステムを形成し、法律の適用と照会を便利にした。

2.悪意の登録の認定基準を詳細化にし、第18条において、「使用を目的とせず、正常な生産経営上の需要を明らかに超えて商標登録

を出願する場合、その登録は許可されない；詐欺又はその他の不正な手段で商標登録を出願してはならない」ことを明確にし、「正常

な生産経営上の需要を超える」という表現によって、悪意の買いだめと合法的な登録を精確に切り分け、商標の買いだめ行為への抑止

をさらに強化した。

3.著名商標の保護範囲を拡大し、第20条において、同一しない、又は非類似の商品において、他人の著名商標（登録の有無を問わな

くなった）を複製、模倣又は翻訳することを禁止し、公衆を誤認させ、かつ著名商標の所有者の利益を損なう可能性がある場合、その

登録を許可せず、かつその使用を禁止すると定め、著名商標に対する全方位的な保護を全面的に強化した。

4.商標の構成要素を充実にし、第14条で、従来の構成要素に加えて「動的標識」を新たに追加し、それを商標登録出願の対象とする

ことができることを明確化した。例えば、ショートビデオプラットフォームの動的ロゴやブランド宣伝におけるアニメーション標識な

どの新しい形態のブランド標識は何れも法的保護を受けられる見込みがあり、デジタル経済時代におけるブランド表現形式の多様化ニ

ーズに対応するものとなる。

三、権利付与・権利確定手続：効率の向上及び権利保障

1.商標異議申立期間を短縮させ、第35条で、現行法の3ヵ月という異議申立期間を2ヵ月に調整し、権利付与・権利確定手続を最適化

し、不要な手続きの遅延を減少させ、商標登録審査の全体的な効率を著しく向上させ、市場主体がより迅速に商標専用権を取得するこ

とを支援する。

2.出願人に手続撤回権を付与し、第39条で、「出願人は、商標登録出願及び拒絶査定不服審判請求について、取下げを請求すること

ができる」ことを明確にし、これにより、出願人は実情に応じて手続の継続可否を自主的に決定できるようになり、手続の柔軟性が向

上した。



3.電子出願書類の効力を明確化にし、第25条において、「電子データ交換等の方式により記載された内容を有形的に表示でき、かつ

随時に取寄せて調査・利用できるデータ電文は、書面形式とみなされる」と定めている。この規定は行政のデジタル化趨勢に応え、出

願人により利便性の高い出願ルートを提供するとともに、商標出願の全プロセスのオンライン化を推進し、行政サービスの効率を向上

させるものである。と定めた。同規定はデジタル化行政の趨勢に順応し、出願人により利便性の高い申請ルートを提供するとともに、

商標申請全プロセスのオンライン化を推進し、行政サービスの効率を向上させる。

4.審査中止ルールを作り、第40条において、「先行権益の確定が、人民法院が審理中、又は行政機関が処理進行中の別の案件の結果

を根拠としなければならない場合、通常、審査・審理を中止すべきである」と定め、中止事由が消滅した後に手続を回復する。このル

ールにより、先行権益の不確定性による審査上の錯誤を回避し、審査結果の合法性と公正性を確保するとともに、後続の行政争議を減

少させることができる。

四、商標の使用管理：規範の強化と責任の明確化

1.誤認を生じさせるような使用行為を厳しく懲罰し、第56条において、「公衆を誤認させる方式で登録商標を使用する場合、商標法

の執行を担当する部門は期限を定めて是正を命じ、期限を超えても是正をしない場合は5万元以下の罰金を科し、情状が重大な場合は

国務院商標管理部門がその登録商標を取り消す」ことを明確にし、「是正命令→罰金→取消し」という段階的な罰則によって、商標権

者が規範に沿って登録商標を使用することを促し、市場秩序と消費者の権益を守る。

2.行政機関に対し自主的取消権を付与し、第56条では、「登録商標が、その使用許可商品の通用名称となった場合、又は正当な理由

なく3年間継続して使用されていない場合には、国務院商標管理部門は当該登録商標を取消すことができる」と定めた。この修正によ

り、「商標の使用」の方向性を強化し、商標資源の放置と浪費を回避するとともに、既存の商標資源の有効活用を促進し、ブランド命

名のためにより大きな余地を与える。

3.商標使用許諾契約のルールを整備し、第55条において、「被許諾者が品質保証義務を履行しない場合、許諾者は商標使用許諾契約

を解除する権利を有する」を新設し、許諾者と被許諾者とにおける権利義務の境界を明確にし、被許諾者にある製品品質上の問題に起

因する商標登録者の利益損害を防止し、商標使用に係る品質とブランドの信用を保障する。

4.商標代理業界を規範化させ、第66条及び第67条において、商標代理機構及び従業者がルール違反した情況を詳細化にした。即ち、

代理機構による悪意登録の補助、利益抵触がある依頼の引き受け、法律書類の偽造など計6種類の行為に対して、最高20万元の罰金を

科すことができ、情状が重大である場合は当該機構の商標代理業務の受理を停止する；従業者が自ら依頼を引き受け、同時に複数の代

理機構で執業するなどの行為に対して、最高10万元の罰金を科すことができる。処罰基準の明確化+処罰の幅の定量化の方式によっ

て、商標代理市場環境を清浄にし、業界の秩序を規範化させる。

五、登録商標専用権の保護：メカニズムの完備と保護力のグレードアップ

1.権利侵害行為への取締りの協同メカニズムを立て、第72条では、「登録商標専用権の侵害が犯罪に該当する疑いがある場合、商標

法執行担当部門は適時にそれを公安機関に移送し、法律に基づき処理しなければならない；法律に基づき刑事責任の追及を要しない、

又は刑事処罰を免ずるが、行政処罰を科すべきである場合、司法機関は適時にそれを商標法執行担当部門に移送し、法律に基づき処理

しなければならない」と定めたとともに、関連部門の協力義務を明確にした。このメカニズムにより、「行政→司法」の連携協働の力

を構築し、従来の法執行と司法の連携が円滑でなかった問題を解消し、権利侵害犯罪への抑止の効率と強度を高める。

2.悪意による訴訟の民事責任を明確にし、第78条では、「悪意によって商標訴訟を提起した者に対し、人民法院は法律に基づき処罰

を与える；相手方当事者に損害を与えた場合、法律に基づき民事責任を負わなければならない」と定めた。例えば、ある企業が悪意に

よって他人の商標を先駆登録した後、却って被先駆登録者を相手取りに権利侵害を理由に提訴した場合、この悪意による訴訟行為に対

して、人民法院の処罰を受けるばかりでなく、相手方の経済損失について損害賠償をしなければならず、これにより、訴訟権利の濫用

行為を効果的に抑制し、権利行使と権利濫用の境界のバランスを取る。

3.懲罰的損害賠償の基準を詳細化にし、第74条において、「故意に登録商標専用権を侵害し、情状が重大である場合、権利者の損失

や、侵害者が得た利益又はロイヤリティの倍数によって確定した金額の1倍以上5倍以下の範囲で損害賠償額を確定することができる」



ことを明確にしたとともに、「権利者が権利侵害行為の制止のために支払った合理的な支出」を個別に損害賠償の範囲に取り入れた。

定量化された損害賠償の倍率と個別に計上される合理的な支出により、権利侵害のコストを高め、商標権者の権利行使への保障を強化

し、「権利行使コストが高く、権利侵害コストが低い」という課題の解決に寄与する。

4.正当な使用の情況を補足し、第70条では、「提供する商品の用途、適用対象、使用シーン等の情報を表示する、又は真の出所を表

示するために関連登録商標を使用するにすぎない場合、登録商標専用権者は他人の正当な使用を禁止する権利がない（但し、混同を生

じさせやすい場合を除く）」を新設した。このルールにより、表示的使用の合法性を明確にし、商標権者による過度の権利主張を回避

するとともに、市場主体による合理的な使用の余地を保障する。

六、使用が禁止される標識の範囲：政治的シンボルに対する保護の強化

第15条では、使用が禁止される標識の範囲において、「中国共産党の名称、党旗、党徽、勲章と同一又は類似する」情況を新たに追

加し、この種の標識と同一又は類似する標識を商標として使用してはならないことを明確にした。この修正により、重要な政治的シン

ボルに対する保護が強化され、党と国の知的財産権戦略の策定・実施と社会的公共利益の保護ニーズに対応するものとなる。

2、2026年、知的財産権関連新ルールの施行

1.国家知識産権局が新たに改正した『特許審査ガイドライン』は、2026年1月1日より施行される。

詳細はこちらへhttps://www.cnipa.gov.cn/art/2025/12/4/art_66_202935.html

2.新たに改正された『特許審査ガイドライン』の施行に対応するために、国家知識産権局は特許出願に関連する書類の様式を改正し

た。国家知識産権局の公式サイト（http://www.cnipa.gov.cn）にログインして「行政サービス－様式ダウンロード」コラムから閲覧・

ダウンロードすることができる。2026年1月1日より新版様式が启用され、旧版は同時に廃止される。

3.国家知識産権局は2026年1月1日より、特許電子ファイルの（XML）形式での提出を全面的に実施する。特許の電子出願、拒絶査

定不服審判、無効審判及び関連手続きについては、いずれもXML形式のファイルを提出する必要があり、非XML形式のファイルは受理

されない。

詳細はこちらへhttps://www.sanyouip.com/jp/insights/content/13/787.html

4.国家知識産権局は、WIPO国際局及び欧州特許庁の代わりに、PCT出願国際段階の費用を徴収する。2026年1月1日より、新たな人

民元徴収基準が実施される。

詳細はこちらへhttps://www.sanyouip.com/jp/insights/content/13/786.html

5.最高人民法院は『〈民事案件事由規定〉の修正に関する決定』（法〔2025〕226号）及び附帯通達（法〔2025〕227号）を公布

し、『民事案件事由規定』に対して3次目の修正を行った。両文書は2025年12月4日に審議を経て可決され、2026年1月1日より施行さ

れる。

6.2026年1月1日より、2026年1月1日を出願日とする商標登録出願及びそれ以降の商標登録出願はニース分類第13版2026テキストを

適用し、それ以前の出願は引き続き旧版を適用する。国家知識産権局は同期して『類似商品・役務区分表』を調整し、関連修正内容を

併せて公布する。

区分表の詳細はこちらへhttps://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/tzgg/202512/t20251226_36952.html

7.『中華人民共和国対外貿易法』の改正が可決され、その中の第5章には対外貿易関連の知的財産権保護条項が含まれ、同法は2026

年3月1日より施行される。

詳細はこのリンクへhttps://www.sanyouip.com/jp/insights/content/13/789.html

8.改正後の『中華人民共和国仲裁法』は全8章96条あり、2026年3月1日より施行される。



詳細はこのリンクへhttps://www.sanyouip.com/jp/insights/content/13/788.html

9.中米欧日韓5庁特許審査高速路（PPH）試行プロジェクトは、2026年1月6日より3年間延長され、2029年1月5日まで実施され、出

願の要件と手続きは変わらない。

3、2025年中国知的財産事業発展の主なデータが発表

国家知識産権局は2026年全国知識産権局局長会議を開催し、過去5年間及び2025年における主要活動の進捗状況について報告を行っ

た。具体的な内容は以下の通りである。

1.審査効能の向上：発明特許の平均審査期間は20ヵ月から15ヵ月に短縮され、商標登録の平均審査期間は4ヵ月に安定しており、何

れも国際的最速レベルに達しており、発明特許の審査・拒絶査定不服審判の処理完了正確率は95%を超え、商標の審査・異議申立て・

評審等の抜き取り検査合格率は97%を超えた。

2.創出成果の状況：2025年、権利付与された発明特許は97万2000件、登録商標は420万6000件となった。過去5年間の統計による

と、国内発明特許の有効件数は500万件を超え、万人当たりの高価値発明特許の保有件数は16件であり、国内有効商標登録件数は5081

万6000件であり、PCT国際特許出願件数は長年にわたり世界一を保ち、ハーグ体系に基づく意匠出願件数、マドプロ国際商標出願件数

は世界の先頭に位置している。知的財産登録電子証明書の試行交付件数は4万枚を超え、融資信用増強及びライセンス取引の総額は150

億元近くに達した。

3.保護体系の整備：国家レベルの知的財産保護・迅速権利行使センターは129ヵ所に達し、受理した権利行使案件は累計で48万件と

なり、最高人民法院と全システムで累計受理した調停案件は45万件となり、海外紛争対応指導プラットフォームは116ヵ所となってお

り、累計で4200件余りの紛争に対して指導を行い、企業のために410億元近くの損失を挽回し、知的財産保護に関する社会的満足度は

82.81点に上昇した。

4.特許の転化・活用：特別行動は2700ヵ所以上の大学・科学研究機関の134万9000件の在庫特許をカバーしており、全国における特

許譲渡・ライセンスの届出は145万8000回となり、特別行動実施前に比べて48%増加し（大学・科学研究機関は105.6%増加した）、

特許関連技術契約に係わる成約金額は1兆元を超え、知的財産質権融資は累計で9000億元を超え、2024年における特許集約型産業の増

加価値がGDPに占める割合は13.38%（2020年は11.97%）となり、世界トップ5000のブランドの中で、中国ブランドの総価値は1兆

8100億米ドルとなり（世界二位）、地理的表示製品の直接的な年間生産高は9690億元となり、知的財産権使用料の年間輸出入高は

4000億元を超える見込みがある。

5.公共協力サービス：国家知的財産公共サービスプラットフォームは400種類以上の基礎データを集積しており、国家レベルの公共

サービス機関は519ヵ所となり（省級全域カバー）、イノベーション主体への累計サービス回数は500万回以上となり、WIPOとTISC

センター（世界最大規模）202ヵ所を建てた。

PPHは86カ国をカバーしており、21項の協力は元首外交成果に納入され、複数の国際条約に加盟したとともに、新たな条約の締結

を推進している。

▣ 三友は第147回国際商標協会（INTA）年次総会に登場し、国際交流と協力を持続的に開拓する

▣ 三友のベテラン商標弁理士は 「商標代理金メダルサービス個人」称号を取得

https://www.sanyouip.com/jp/news/content/1/11225.html
https://www.sanyouip.com/jp/news/content/1/11224.html


▣ 三友が代理した案例は、北京商標協会2024年度商標訴訟トップ10、非訟典型案例トップ10にランクイン

著作権所有（C）2022-2024北京三友知的財産権代理有限公司。すべての権利の保持

https://www.sanyouip.com/jp/news/content/1/11213.html

